
教育政策推進のための基盤の整備

「新たな日常」の実現や、Society5.0時代に向けて、我が国の成長・発展を牽引する高等教育への転換のため、
「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定）等を踏まえ、「学生の学びの確保」、
「教育の質向上」、「教育研究基盤の強化」を一体的に推進する。

高等教育局主要事項－令和３年度予算（案）－

社会の持続的な発展をけん引するための多様な力の育成

▶ コロナ禍を踏まえた「新たな日常」に向けた教育研究や大学経営等を推進するとともに、
第4期を見据えた「教育」「研究」「ガバナンス」改革を着実に実施

国立大学法人運営費交付金③ 1兆790億円（1兆807億円）

国立大学経営改革促進事業④ 48億円（ 47億円）

▶ AI時代を先導する人材育成や“KOSEN”の海外展開を通じて､高等専門学校の高度化・
国際化を推進するとともに､地域に求められる人材育成機関としての機能を強化

国立大学改革の推進等 1兆838億円（1兆 854億円）

国立高等専門学校の高度化・国際化 624億円（623億円）

私立大学等の改革の推進等 4,094億円（4,094億円）

私立大学等経常費補助⑤ 2,975億円（2,977億円）

私立高等学校等経常費助成費等補助⑤ 1,019億円（1,017億円）

私立学校施設・設備の整備の推進⑤ 100億円（ 100億円）

▶ 私立大学や高校等の運営に必要な経常費等を確保しつつ、メリハリある配分の強化を通
じて各大学の改革を推進するとともに、コロナを踏まえた質の高い大学教育の取組を支援

夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力の養成

▶ 大学入学共通テストの感染症対策を含む円滑な実施や､新学習指導要領に対応した試験
問題の調査研究（「情報Ⅰ」についてＣＢＴ方式による試験実施の検討を含む）

大学入学共通テストの着実な実施 9億円（14億円）

※（ ）内は前年度予算額。「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靭化関係）を除く。
※【 】内は令和２年度第３次補正予算額（案）

Society5.0の実現及びｳｲｽﾞｺﾛﾅ･ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅに向けた人材育成の強化

◆数理･ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ･AI教育の全国展開の推進 10億円（10億円）

◆デジタルを活用した大学･高専教育高度化プラン

▶ モデルカリキュラムを踏まえた教材作成や教育に活用可能な実際の課題・データの
収集・整備等を実施するとともに､ワークショップやFD活動等を通じた教える側の体
制強化など全国への普及・展開を一層加速

▶ 大学・高等専門学校においてデジタル技術を活用した取組を進めるにあたり、基盤と
なる設備等の整備を行うことで、ポストコロナ時代の高等教育における教育手法の具
体化を図る。

※ 国立大学法人運営費交付金の内数

◆感染症医療人材養成事業

▶ 医学部生等を対象に、感染症の特性等を踏まえた診療や感染制御に関する実践的な教
育プログラムを構築し、感染症に関する高度な知識を身に付けた医療人材を養成する。

【令和２年度第３次補正予算額（案）202億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）60億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）103億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）38億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）7億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）57億円】

国立高等専門学校機構運営費交付金⑥ 624億円（ 623億円）

▶ 老朽化が著しい高等専門学校が保有する練習船について、船室における感染症対策を
十分に行いつつ、災害支援機能が充実した代船を建造

⑦

⑧

⑨

⑩
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▶ 高等教育の修学支援（授業料等減免・給付型奨学金）の確実な実施
▶ 無利子奨学金の貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与の確実な実施

「新たな日常」の実現や、Society5.0時代に向けて、我が国の成長・発展を牽引する高等教育への転換のため、
「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定）等を踏まえ、「学生の学びの確保」、
「教育の質向上」、「教育研究基盤の強化」を一体的に推進する。

高等教育局主要事項－令和３年度予算（案）－

社会の持続的な発展をけん引するための多様な力の育成

2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流の推進

◆大学教育のグローバル展開力の強化 43億円（45億円）
スーパーグローバル大学創成支援事業⑪ 33億円（ 33億円）
大学の世界展開力強化事業⑫⑬ 10億円（ 12億円）

◆大学等の留学生交流の充実 335億円（340億円）

大学等の留学生交流の支援等 73億円（ 80億円）
優秀な外国人留学生の戦略的な受入れ 262億円（ 261億円）

▶ 日本人学生が海外留学を継続できるよう必要な支援等を行うとともに、「留学生３０
万人計画」の趣旨・目的を踏まえ、引き続き外国人留学生の受入れに取り組む。

▶ 我が国の高等教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、国際化
を徹底して進める大学を支援。また、大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、
国際教育連携やネットワーク形成の取組を支援

⑭

大学教育再生の戦略的推進

◆革新的・先導的教育研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発やｼｽﾃﾑ改革の推進

▶ 大学等における革新的・先導的教育研究プログラムを開発・実施する取組や、迅速に
実現すべきシステム改革を支援・普及することで、大学教育の充実と質の向上を図る。

知識集約型社会を支える人材育成事業⑯ 5億円（ 4億円）
持続的な産学共同人材育成ｼｽﾃﾑ構築事業⑰ 3億円（ 3億円）
先導的大学改革推進委託事業⑱ 0.6億円（ 0.6億円）
障害のある学生の修学・就職支援促進事業⑲ 0.4億円（ 0.3億円）

▶ 国内外のトップ大学・研究機関・民間企業等との組織的な連携により、世界最高水準
の教育力と研究力を結集した5年一貫の博士課程教育プログラムの構築を支援

◆大学院教育改革の推進
卓越大学院プログラム⑮ 60億円（ 77億円）

先進的で高度な医療を支える人材養成の推進

◆先進的医療イノベーション人材育成事業 8億円（11億円）
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材

（がんプロフェッショナル）」養成プラン⑳ 5億円（ 7億円）

医療データ人材育成拠点形成事業㉑ 2億円（ 2億円）

保健医療分野におけるＡＩ研究開発加速に向けた
人材養成産学協働プロジェクト㉒ 2億円（ 2億円）

◆大学・大学院及び附属病院における
人材養成機能強化事業 3億円（ 4億円）

課題解決型高度医療人材養成プログラム㉓ 3億円（ 3億円）
基礎研究医養成活性化プログラム㉔ 0.7億円（ 0.6億円）

▶ 我が国の医療・健康水準の向上のため、高度な教育・研究・診療機能を有する大学・
大学病院を通じて、新たな医療ニーズに対応した先進的な医療人材養成拠点を形成する。

▶ 社会から求められる多様な医療ニーズに対応するため、大学・大学病院において高度
な専門性を有する医療人材を養成するための教育プログラムを構築し、国内への普及
を図る。

【令和２年度第３次補正予算額（案）7億円】

◆感染症医療人材養成事業【再掲】

▶ 医学部生等を対象に、感染症の特性等を踏まえた診療や感染制御に関する実践的な教
育プログラムを構築し、感染症に関する高度な知識を身に付けた医療人材を養成する。

【令和２年度第３次補正予算額（案）38億円】

高等教育の修学支援の確実な実施 5,840億円（5,823億円）

誰もが社会の担い手となるための学びのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの構築

※ 内閣府計上予算を含む。

【令和２年度第３次補正予算額（案）90億円［無利子奨学金］】

㉕

⑩

※（ ）内は前年度予算額。「臨時・特別の措置」（防災・減災、国土強靭化関係）を除く。
※【 】内は令和２年度第３次補正予算額（案）



国立大学法人運営費交付金 1兆790億円 (前年度予算額 1兆807億円)  
国立大学改革強化推進補助金 48億円 (前年度予算額 47億円)

国立大学改革の推進等

全国各地の知と人材の集約拠点である国立大学が「社会変革の原動力」として地域や世界を牽引

※ 国立大学改革強化推進補助金

国立大学経営改革促進事業

経営改革構想の実現の加速

地方の中核大学として地域イノベーシ
ョンを創出

コロナ禍を踏まえた「新たな日常」に向
けた大学経営等に挑戦する取組の支援

※「新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生に対する授業料等減免」については、令和３年度も引き続き実施
※用地一括購入長期借入金債務償還経費（令和２年度までの経費）の減：▲44億円

数理・データサイエンス・AI教育の全国展開 10億円（対前年度同額）

改革の
方向性

改革インセンティブの向上

マネジメント改革を推進するとともに、教育・研究
の更なる質の向上を図るため、基幹経費において、
成果に係る客観・共通指標により実績状況を相対的
に把握し、これに基づく配分を実施

令和３年度においては、1,000億円を対象として、
配分率80%～120%で配分を実施

※ このほか「各大学の評価指標に基づく再配分」を実施
（令和３年度：約200億円）

Society5.0に向けた人材育成の推進

第４期を見据えた教育研究組織整備

地域の教育研究拠点として地方創生に資する教育研究組織の設置や、Society5.0に向けた
人材育成に資するための体制構築等

8億円（新規・拡充分）

年度 配分割合（配分対象経費） 変動幅（配分率）

令和元年度 700億円 90%～110%

令和２年度 850億円 85%～115%

令和３年度 1,000億円 80%～120%

【参考】

教育研究基盤設備の整備 39億円（+30億円増）

教育研究の基盤整備

成果を中心とする実績状況に基づく配分

地域の中核としての連携強化を通じた大学機能強化、感染症対策や
防災・災害対応等に必要な設備整備

48億円（+１億円増）

研究力向上改革の推進
共同利用・共同研究拠点の強化 69億円（▲0.1億円）

コロナ禍に対応する国内外のネットワーク構築等、共同利用・共同研究拠点の強化を通じて、
我が国の研究力を向上

世界の学術フロンティアを先導する大規模プロジェクトの推進 206億円（対前年度同額）

世界最高水準の教育研究の展開に向け
た経営改革の実現

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

６拠点大学、30協力大学を中心に、文系理系を問わない全学的な数理・データ
サイエンス・AI教育の全国展開を加速

▶

取組・成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を徹底することにより第４期に向けた改革を着実に実施

コロナ禍を踏まえた「新たな日常」に向けた教育研究・大学経営や学生の学び方に挑戦する取組を支援

▶ 「次世代学術研究プラットフォーム」として研究・教育のDXを支える基盤
となるSINETの強化等

令和３年度予算額（案）

令和２年度第３次補正予算額(案) 国立大学法人設備整備費補助金等 202億円

【令和２年度第３次補正予算額（案）：100億円】

【令和２年度第３次補正予算額（案）：100億円】

大学院生に対する支援

大学院生に対する授業料免除の充実 免除対象人数：2.4万人（+0.3万人）▶

※このほか最先端研究基盤の整備等：125億円

126億円（+16億円増）

【令和２年度第３次補正予算額（案）：２億円】

※このほか最先端研究基盤の整備等：３億円

▶
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国立大学経営改革促進事業（国立大学改革強化推進補助金）

国立大学を取り巻く環境の大きな変化

2018年 2040年
18歳人口は
118万人から

2040年に
88万人へ

国立大学の機能と役割

Society5.0の実現に向け、学長のリーダーシップ等に基づくスピード感のある経営改革を実行

※各大学の学長裁量経費や外部資金と連動することで学長のリーダーシップに基づく改革を加速的に実現

（出典）2029年以前は文部科学省「学校基本統計」、2030年以降は国立社会保障・人口問題
研究所「日本の将来推計人口（2017年推計）（出生中位・死亡中位）」を元に作成

国立大学改革の流れ

第２期中期目標期間（Ｈ22年度～）

平成25年
ミッションの再定義

平成25年
国立大学改革プラン

第３期中期目標期間（Ｈ28年度～）

平成28年
運営費交付金に

「３つの重点支援の枠組み」創設

第４期
（Ｒ4年度～)スタート

平成29年
指定国立大学法人

の指定

更なる改革の
加速が必要

経
営
改
革

平成30年 中央教育審議会
「2040年に向けた高等教育の

グランドデザイン（答申）」

2040年頃の社会変化
✓国連:SDGs「全ての人が平和と豊かさを享受できる社会」
✓Society5.0 ✓第4次産業革命 ✓人生100年時代
✓グローバル化 ✓地方創生

学長の経営改革構想の実現加速を支援

✔ デジタル化を背景とした知識集約型社会への
パラダイムシフト

✔ 高等教育のグローバル化
✔ 少子高齢化、地域分散型社会の形成への対応
✔ 新しい社会様式への対応

持続可能でインクルーシブな社会 多様性にあふれる社会

✔ 知識集約型社会において知をリードし、イノベーションを
創出する知と人材の集積拠点としての役割。国立大学こそ
が社会変革の原動力

✔ 地域の教育研究拠点として、各地域のポテンシャルを引き
出し、地方創生に貢献する役割

知と人材が集約し、
全国に戦略的に配置

国立大学の強み

令和３年度予算額（案） 48億円
（前年度予算額 47億円）

大学間連携や産学連携の推進等、地方の中核大学
として地域イノベーションの創出等に取り組む国立
大学法人

支援対象①

世界最高水準の教育研究の展開が見込まれる国立大学法人

支援対象②

支援する取組のイメージ
世界最高水準の教育研究の展開に向けて大学院改革を大胆に進めるなど全学的な組
織改革を実現するとともにリソースの重点投資による研究力の飛躍的向上と産学連
携体制の抜本的強化による戦略的外部資金の獲得増により経営改革を実現する取組

▶ 特定の分野へのリソース集中による財務基盤強化等を改革の中核とする大学

▶ 大学間連携や法人統合等を改革の中核とする大学

支援する取組のイメージ

【継続分＋新規１件程度】
【継続分＋新規２件程度】

支援対象③

「新たな日常」に向けて、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した質の高い教育研究等を実践することで、大
学経営に寄与する取組を行う国立大学法人
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私立大学等の改革の推進等 令和3年度予算額(案) 4,094億円
(前年度予算額 4,094億円)～私立学校の特色強化・改革の加速化に対する支援～

私立大学等経常費補助 2,975億円（▲2億円） 私立高等学校等経常費助成費等補助 1,019億円 （+2億円）

（１）一般補助 860億円（+6億円）

都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援

○幼児児童生徒１人当たり単価の増額

（３）特定教育方法支援事業 29億円 （▲1億円）
特別支援学校等の教育の推進に必要な経費を支援

○特別支援学校の幼児児童生徒１人当たり単価の増額

（２）特別補助 130億円 （▲3億円）
各私立高等学校等の特色ある取組を支援するため、都道府県による助成を支援

○新型コロナウイルス感染症への対応として学習指導員等の追加的人材を配置する
学校への支援等の充実

○特別な支援が必要な幼児の受入れへの支援の充実や預かり保育を実施する
幼稚園に対する支援等を引き続き実施

○新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯への授業料減免支援

※子ども・子育て支援新制度移行分を含む

令和2年度第1次補正予算額 3億円 令和2年度第2次補正予算額 94億円 令和2年度第2次補正予算額 17億円
（１）一般補助 2,756億円（+13億円）
大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支援
○アウトカム指標を含む教育の質に係る客観的指標を強化し、メリハリある配分を
さらに進め教育の質の向上を促進

（２）特別補助 219億円（▲15億円）
自らの特色を活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援

○私立大学等改革総合支援事業 110億円（▲4億円）（一般補助及び特別補助の内数）
特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、研究の社会実装の推進など、特色や役
割の明確化・伸長に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援

○私立大学等における数理・データサイエンス・ＡＩ教育の充実 ７億円（新規）（特別補助の内数）

AI戦略等を踏まえ、全ての学生が一定の数理・データサイエンス・AIを習得することが可能
となるよう、教材等の開発や全国への普及展開に資する大学等を支援

○新型コロナウイルス感染症等の拡大に対応した教育研究等に係る取組支援
11億円（新規）（特別補助の内数）

コロナ禍を踏まえた「新たな日常」に向けた教育研究・大学運営に取り組む大学等を支援

※新型コロナウイルス感染症の影響により家計急変した困窮学生に対する授業料減免支援に
ついては、令和3年度も引き続き実施

私立学校施設・設備の整備の推進 100億円（前年同額）

＜幼稚園・高校等の耐震化率＞ ＜大学等の耐震化率＞

出典：私立学校耐震改修状況調査（2019年以降は各法人の耐震化計画及び整備実績を踏まえた推計値）
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（１）耐震化等の促進 48億円（ +1億円）［34億円］
○学校施設の耐震化完了に向けた校舎等の耐震改築(建替え)事業及び耐震補強事業、そのほか防災
機能強化を更に促進するための非構造部材の落下防止対策等の整備を重点的に支援

○令和２年度までとなっている耐震改築への補助制度を延長

（２）教育・研究環境の整備 52億円（▲1億円） ［ 72億円］
○安全・安心な生活空間の確保等に必要な基盤的施設等の施設整備への支援

○私立大学等の個性・特色を生かした教育研究の基盤となる設備・装置や、対面授業（分散授業）

や遠隔授業実施の基盤となる構内LANの整備を支援

○全ての子供たちの学びを保障するため、私立高等学校等におけるICT環境の整備を支援

注： 他に、日本私立学校振興・共済事業団による融資事業（貸付見込額） 600億円〔うち財政融資資金 291億円〕

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

［ ］は令和２年度補正予算
※令和2年度補正予算額として、別途「ＧＩＧＡスクール構想の実現」関係予算144億円、「遠隔授業の加速化」関係予算76億円を措置

令和2年度第1次補正予算額 3億円 令和2年度第3次補正予算額（案） 103億円

令和2年度第３次補正予算額（案） 103億円
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国立高等専門学校の高度化・国際化 令和３年度予算額（案） 624億円
（前年度予算額 623億円）

高専60周年(令和4年)に向けて、我が国のものづくりを支える高専の高度化・国際化を強力に推進
方向性方向性 ○ Society5.0を先導し、社会的ニーズに対応した人材を育成するための 高専教育の高度化

○ “KOSEN”の海外展開と海外で活躍できる技術者育成による 国際化の推進
○ 「ものづくり」を先導する人材育成の場にふさわしい 設備の整備

設備整備

導入設備（イメージ）

CNC研削盤金属3Dプリンタ 精密旋盤

高度化 国際化
◆ 高専発！「Society5.0型未来技術人財」

育成事業 4億円
・ 1法人51高専の組織特性を活かし、AIと他分野を融

合し課題解決につなげる人材育成体制を構築
・ 介護・医工、マテリアルに加え、防災・減災・防疫の取

組を新規実施

◆ 各高専のニーズに応じた機動的取組の推進
7億円

・ 校舎や寮等での感染症対策強化の取組を支援できる
よう「高専高度化推進経費」を拡充

◆ 社会ニーズを踏まえた高専教育の推進
4億円

・ ニーズは高いが人材不足の情報セキュリティ、航空技術
者、海洋に係る人材育成を引き続き推進

◆ KOSENの海外展開と国際標準化
6億円

・ 重点3カ国（モンゴル・タイ・ベトナム）における高専制
度導入支援を継続

・ 新たに留学生への日本語教育体制を強化
・ KOSENの国際的な質保証に向けて、教材開発、教

員育成等の国際的モデルづくりを推進

・ これまでに240名が卒業
・ インターンシップなど卒業生の
出口支援を実施

＜参考＞重点3カ国の状況

・ 日本型システムを導入した
高専が2校開校

・ タイ→日本の留学生受入拡充

・ 2019年7月に高専導入に向け
た活動継続の覚書締結

◆ 海外で活躍できる技術者育成 3億円
・ 海外インターンシップや単位互換協定校への留学等

を一層推進する体制を構築

◆ 学修環境の基盤となる設備整備
3億円

※このほか、令和2年度第3次補正予算案に32億円
(設備整備費補助金)を計上

・ 安全性の観点から老朽設備を更新
・ 機能の高度化に資する先端設備の整備

令和２年度第３次補正予算額（案） 57億円

※この他に令和2年度第3次補正予算案及び令和3年度予算案に高専施設の整備のための予算を別途計上

練習船更新
◆大島商船高等専門学校練習船「新大島丸」

の代船建造 25億円

※令和2年度第3次補正予算案
（船舶建造費補助金）

船室の感染症対策を十分に行いつつ、支援物資搭載
スペースや緊急時の衛生設備など災害支援機能を充
実した代船を建造

整備イメージ
現大島丸

• 2年計画 総額50億
• 船舶に関する法令対応、

新型コロナウィルス等感染
症対策、災害支援機能の
充実
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大学入学者選抜における共通テスト改革推進事業 令和３年度予算額（案） 9億円
（前年度予算額 14億円）

新型コロナウイルス感染症の影響により、「手
洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な
感染対策の継続など、感染拡大を予防する
「新しい生活様式」の下での試験実施が求め
られている。

背景・課題

大学入学者選抜の改革を進めるに当たっては、大学入学希望者を対象に、高
等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定し、大学教育を受ける
ために必要な能力について把握する共通テストの改革が急務。
中央教育審議会答申（2014年12月）、高大接続システム改革会議の最

終報告（2016年３月）等を踏まえて策定した「大学入学共通テスト実施方
針」（2017年７月）に基づき、知識・技能を十分有しているかの評価も行いつ
つ、思考力・判断力・表現力を中心に評価する大学入学共通テストを実施
（2021年1月～）。

実施及び
支援内容

大学入学者選抜における共通テストについて、新学習指導要領に対応した試験問題や、「情報Ⅰ」につい
てＣＢＴ方式での出題を検討するための調査研究等を実施するとともに、思考力・判断力・表現力を一層
重視した試験問題作成を行う。また、受験生が安心して試験に挑めるよう、志願者の受験機会を確実に確
保するとともに、十分な感染防止対策を講じて試験を実施する。

・令和６年度からの新学習指導要領に対応した試験問題の調査研究

・「情報Ⅰ」についてCBT問題作成等を行うためのアプリケーションや出題形式の研究開発等

・大学入学共通テストにおける感染拡大防止策

・思考力・判断力・表現力を重視した共通テストの実施

成長戦略フォローアップ（2020年7月17
日）やAI戦略2019（2019年6月11日）
において、大学入学共通テストにおいてCBTを
活用し「情報Ⅰ」を出題することについて、検
討することが求められている。

令和２年度第３次補正予算額（案） 7億円
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背景

取組内容

デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である「数理・データサイエンス・AI」の基礎などの必要な力を全ての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍する環境を構
築する必要
AI戦略2019では、2025年度を目標年度として、①文理を問わず、全ての大学・高専生（約50万人 卒/年）が初級レベルの能力を習得すること、
②大学・高専生（約25万人 卒/年）が、自らの専門分野への応用基礎力を習得することが掲げられている

⇒ ・上記目標に向け、国公私立大学等への展開を引き続き取り組む必要
・全国への普及・展開をより一層加速するため、数理・データサイエンス・AI教育に必要な教材開発や教育リソースの整備を進めるとともに、教育の実施体制の
強化など図る必要

背景・課題

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度の構築・運用

+

6大学を拠点校として、全学的な数理・データサイエンス・AI教
育を先行的に実施するとともに、拠点校を中心に形成するコン
ソーシアムにおいて、モデルカリキュラムを踏まえた教材等の開発
や、教育に活用可能な社会の実課題・実データの収集・整備
等を実施
30大学を協力校・特定分野協力校として、全国の国公私立
大学等への普及・展開を図るとともに、教育連携ネットワークを
形成し、教えることができる教員を増やすためのワークショップや
FD活動等を実施

70大学を連携校として、自らの教員を養成するとともに、ワーク
ショップやFDに積極的に参画し、数理･データサイエンス･AI 教
育の普及・促進の観点から、地域における大学との連携等を主
体的に実施

※協力校と特定分野協力校は重複している大学あり

拠点校拠点校

協力校協力校 特定分野協力校特定分野協力校

連携校連携校

地域の核地域の核 分野の核分野の核

令和2年11月時点（今後も連携校は随時拡大予定）

裾野拡大裾野拡大
7校7校23校23校

6校6校

70校70校

北海道・東北ブロック
拠点校：北海道大学
協力校：北見工業大学

東北大学
山形大学

関東・首都圏ブロック
拠点校：東京大学
協力校：筑波大学

宇都宮大学
群馬大学
千葉大学
お茶の水女子大学
山梨大学

中部・東海ブロック
拠点校：滋賀大学
協力校：新潟大学

長岡技術科学大学
静岡大学
名古屋大学
豊橋技術科学大学
富山大学

九州・沖縄ブロック
拠点校：九州大学
協力校：宮崎大学

琉球大学
長崎大学

中国・四国ブロック
拠点校：大阪大学
協力校：島根大学

岡山大学
広島大学
愛媛大学

近畿ブロック
拠点校：京都大学

大阪大学
滋賀大学

協力校：神戸大学

特定分野協力校：
小樽商科大学(社会科学)
東北大学(工学)
茨城大学(農学)
筑波大学(社会工学)
東京医科歯科大学(医学・歯学)
神戸大学(社会科学)
広島大学(教育学・教員養成)

数理・データサイエンス・AI教育の全国展開の推進
令和３年度予算額（案） 10億円
（前年度予算額 10億円）

※国立大学法人運営費交付金の内数
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デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン
令和２年度第３次補正予算額（案）：60億円

（背景・課題）
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまで対面が当たり前だった大学・高等専門学校の教育において遠隔授業

の実施が余儀なくされ、実施に当たり課題も見られたが、教員･学生からは｢繰り返し学修できる｣､｢質問がしやすい｣など好
意的な意見があった。

○デジタル活用に対する教育現場の意識が高まっているこの機を捉え、教育環境にデジタルを大胆に取り入れることで質の高
い成績管理の仕組みや教育手法の開発を加速し、大学等におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を迅速かつ
強力に推進することにより、ポストコロナ時代の学びにおいて、質の向上の普及・定着を早急に図る必要がある。

（対応）
○大学・高等専門学校においてデジタル技術を積極的に取り入れ、「学修者本位の教育の実現」、「学びの質の向上」に資す
るための取組における環境を整備。ポストコロナ時代の高等教育における教育手法の具体化を図り、その成果の普及を図る。

【事業概要】
○大学・短期大学・高等専門学校において、デジタルを活用した教育の先導的なモデルとなる取組を推進するため、デジタル技術活用に必要な

環境整備費を支援する。
【取組例①】「学修者本位の教育の実現」 （１億円×３０件程度）
遠隔授業による成績管理を発展し、学修管理システム（LMS）を導入して全カリ
キュラムにおいて学生の習熟度等を把握。蓄積された学生の学修ログをAIで解析
し、学生個人に最適化された教育（習熟度別学修や履修指導等）を実現

【効果】学生の理解度を総合的に確認。学生の学修履歴等から受講すべき科目や
履修の支援、個別の授業後に理解度に応じた課題を提供

【取組例①】「学修者本位の教育の実現」 （１億円×３０件程度）
遠隔授業による成績管理を発展し、学修管理システム（LMS）を導入して全カリ
キュラムにおいて学生の習熟度等を把握。蓄積された学生の学修ログをAIで解析
し、学生個人に最適化された教育（習熟度別学修や履修指導等）を実現

【効果】学生の理解度を総合的に確認。学生の学修履歴等から受講すべき科目や
履修の支援、個別の授業後に理解度に応じた課題を提供

理解度●%

【取組例②】「学びの質の向上」 （３億円×１０件程度）
VR(Virtual Reality)を用いた（対面ではない）実験・実習を導入するなど、デジタルを活用
して、これまで困難と思われていた内容の遠隔授業を実現。更に、自大学のみならず、開発した
教育システムやデジタルコンテンツ等を他大学と共有・活用
【効果】実験・実習科目において、現場と同等の体験をすることで、教科書やビデ

オ映像を見るよりも効果的な学修を提供

【取組例②】「学びの質の向上」 （３億円×１０件程度）
VR(Virtual Reality)を用いた（対面ではない）実験・実習を導入するなど、デジタルを活用
して、これまで困難と思われていた内容の遠隔授業を実現。更に、自大学のみならず、開発した
教育システムやデジタルコンテンツ等を他大学と共有・活用
【効果】実験・実習科目において、現場と同等の体験をすることで、教科書やビデ

オ映像を見るよりも効果的な学修を提供

学生ポートフォリオ

学修管理システム（LMS)

●学修者と教材の管理
受講者登録、教材の登録、
テストの登録、合否管理等

●学修者の進捗状況管理
学修進捗把握、成績管理、
オンラインでの質問等

入学から卒業まで一括管理した学生データ ＋ AI技術による解析

●活動記録
●自己評価 etc.

●学生情報
●履修登録情報 etc.

新型コロナウイルス感染症のリス
クがあるなか、対面式の実験・実
習の実施が困難

※ 各大学は、三密を回避しながら
分散して実施するなどの対応

講義やオンデマンド授業・VR等を活用
した実験等・実際の実験等の教育手法を
組み合わせ、学びの質を向上

VR技術等による臨場感あふれる実験・実習のデ
ジタルコンテンツを作成

学務情報支援システム
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令和２年度第３次補正予算額（案）：38億円

【概要】 （文部科学省所管）

○ 令和３年度から感染症を意識した教育カリキュラムを実施できるよう、今年度中に教育・実習体制を整備する
大学に対し必要となる機材や実習に係る人件費などを支援

感染症医療人材養成事業

【支援の考え方】

（現状・課題）
○ 今般の新型コロナウイルス等、感染症対応において、院内感染を防止しながら持続的に高度医療を提供するこ

とが求められることから、感染症部門に留まらず、医療に従事するあらゆる職種において、感染症及び感染症医
療に関する知識・スキルを向上させる必要があるという教訓が得られた。

○ 医学部生等に対しては現在、感染症に関する一般的な概要等の教育は行われているが、今後は感染症の診断や
感染症の特色を踏まえた対処法等、より専門的な教育・実習を教育カリキュラムに取り入れ、感染症に関する高
度な知識を身につけた医療人材の養成が必要である。

（対応）
○ 感染症の診断や感染症の特色を踏まえた対処法等に関する教育プログラムを新たに導入し、その一環として、

新たな教育の課程で必要となる医療用シミュレータや音声・映像録画機器等の実習用周辺機器を整備し、感染症
に関するより高度な知識を養う。

・感染症医療を意識した教育カリキュラムの導入が図られる大学：30大学

・1.25億円 × 30大学（国公私立）＝ 37.5億円

感染症の発生時に感染症の特性等を踏まえた
診療や感染制御に関する教育プログラムを構
築し、医学部生等を対象にシミュレーション
設備を用いた実践的な教育を実施

医学部を有する
国公私立大学

医療用シミュレータ、実習用周辺機器 10



趣 旨
○徹底した「大学改革」と「国際化」を断行し、我が国の高等教育の国際通用性、ひいては国際競争力強化の実現を図り、優れ

た能力を持つ人材を育成する環境基盤を整備する。
○本事業のこれまでの実践により得られた優れた成果や取組を国内外に対し戦略的に情報発信し、海外における我が国の高等

教育に対する国際的な評価の向上と、我が国大学全体としての国際化を推進する。

スーパーグローバル大学創成支援

世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速するための新たな取組や、人事・教務システ
ムの改革などの体質改善、学生のグローバル対応力育成のための体制強化など、徹底した国際
化に取り組む大学を重点支援。
(事業期間：最大10年間(2014年度~2023年度))

○トップ型 13件×@13４百万円
世界ランキングトップ100を目指す力のある大学を支援

○グローバル化牽引型 24件×＠6０百万円
これまでの実績を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国社会のグローバル化を牽引する大学を支援

スーパーグローバル大学創成支援事業

◆「国際」を
横串として

全学的な体制及び
学内文化の変革に活

用 ガバナンス体制 教務体制
学部

院
徹底した
国際化の

取組

徹底した
教育改革
の取組

研究力強化研究力強化
に繋がる

教育力向上
の取組

国際通用性の向上

国際競争力の向上

成
果

事業選定37大学におけ
るトップレベルの国際化の
取組の推進
（例）
事業開始前に比べ、
・外国語による授業科目数は

約２倍に増加
・受入外国人留学生数は

約1.5倍に増加

本事業の優れた成果や
取組の国内外に対する
戦略的な情報発信

・海外における我が国の
高等教育の国際的な
評価の向上
・我が国の大学全体の

国際化の推進

令和３年度予算額（案） 33億円
（前年度予算額 33億円）

※この他、フォーラム形成促進経費（90百万円×１件）及び審査・評価等経費（22百万円×1件）
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事業概要

世界的に学生の交流規模が拡大する中において、我が国にとって重要な国・地域の大学と質保証を伴った連携・学生
交流を戦略的に進め、国際的通用性を備えた質の高い教育を実現するとともに、我が国の大学教育のグローバル展開
力を強化する。

趣旨

１．学生交流増による、留学生30万人受入、
日本人学生12万人海外派遣（2020年ま
で）達成への貢献

２．海外連携大学との教育プログラム構築・実
施に伴う我が国大学のグローバルな展開力の
強化

３．交流の相手国・地域との平和的友好関係の
強化

地域毎の高等教育制度の相違を超え、単位の相互認定や成績管理、学位授与等を行う教育交流プログラムの開発・実施を行う大学を支援。
これら質の保証を伴ったプログラムにより、日本人学生の海外派遣と外国人学生の受入を促進。(事業期間：最大5年間)

大学の世界展開力強化事業

インド
2017年度～2021年度
28,762千円(3件)

ロシア
2017年度～2021年度
176,857千円(8件)

トルコ
2015年度～2019年度
39,000千円(3件)

トルコ
2015年度～2019年度
39,000千円(3件)

アジア諸国等
【新規】

2021年度～2025年度
308,400千円(21件)

米国
2018年度～2022年度
187,421千円(10件)

アフリカ
2020年度～2024年度
127,395千円(8件)

ＥＵ
2019年度～2023年度
139,140千円(3件)

取組例

先導的大学間交流モデルの開発
高等教育制度の相違を超えた質保証の共
通フレームワークの形成
単位の相互認定、共通の成績管理の実施
学修成果や教育内容の可視化

成果

令和３年度予算額（案） 10億円
（前年度予算額 12億円）

※この他、審査・評価等経費（37,643千円×1件）

中南米
2015年度～2019年度
104,000千円(8件)

中南米
2015年度～2019年度
104,000千円(8件)
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背 景
○アジアの著しい成長（世界の約60％の人口、約36%のGDP）
○世界的な学生のモビリティ向上と国際的な人材獲得競争

○コロナ禍による新たな国際教育交流の進展
趣 旨

モビリティ促進の基盤となるルールメーク、質の保証を伴った大学間・学生交流の促
進を通じ、我が国が調和のとれたアジア高等教育共同体（仮称）構築を主導し、
アジアや世界の平和的発展への貢献を目指す

成
果

令和３年度予算額（案） 3億円（新規）
大学の世界展開力強化事業
アジア高等教育共同体（仮称）形成促進

第１モード
パイロット
（10件）

第２モード
本格実施
（17件）

第３モード
アジアに
拡大

2011 2016 2021 2026
キャンパス・アジア３モードの拡大計画

事業概要 【補助期間：最大５年間（2021年度～2025年度）】

プログラム・モビリティーの確立

単位互換、質の保証、学位の相互認証、資格のデジ
タル化等において、ルールメイキングを主導する

ルールメイキング

■アジア高等教育共同体の理念をアジア各国・地域に
拡大していくための下地となる、日中韓とアジアとの大
学間・学生交流プログラムの実施を支援

■大学間で連携し、戦略的な情報発信・普及や、採択
校間の情報交換を促進

我が国のプレゼンス
の向上

大学間国際
ネットワーク強化

日アジア諸国間の
架け橋人材育成

教育、文化、スポーツを始めとする幅広い分野で交流を促進していきたい。
第22回日・ASEAN首脳会議

１. ポストコロナにおける国際質保証に関する制度設計（ルールメイキング）を
主導（28,400千円＠質保証機関）

日中韓及びASEAN地域において相互に連携・協力しながら共通の質保証基準を
作成することで、アジア高等教育共同体（仮称）形成に寄与

２. オンライン交流も活用しつつ、ＪＤ（※）やＤＤを通じ、
キャンパス・アジアの発展・拡大に取り組む事業（280,000千円）

政府間合意に基づき、将来にわたる友好関係の基盤である教育交流を促進
①日中韓三か国で発展的なキャンパス・アジアプログラムを実施（14,000千円×10件）

②日中韓の取組をアジア各国・地域（特にASEAN）に拡大（14,000千円×10件）

（2019年11月4日、タイ・バンコク）

キャンパス・アジアをアジアに拡大し理念を共有すべく、盛り上げていきたい。

（2019年11月4日、タイ・バンコク）第22回ASEAN＋3首脳会議
APT（ASEAN＋3）加盟国の間で、質の保証を伴った学生の流動性
を可能にする環境及び手段を創出する必要性を改めて表明。

（年度）

調和のとれたアジア高等教育共同体（仮称）の構築

（2019年12月24日、中国・成都）第８回日中韓サミット

外交・安全保障
への貢献

アジア高等教育共同体構築のねらい

〇ASEANが緩衝帯としての役割を果たすことで、
アジア全体の平和的発展を目指す。

中国・韓国との関係性

ASEANとの関係性
〇成長が著しく学生市場も大きいASEAN地域と、
将来にわたる友好関係の基盤となる教育交流
を行うことで、人材・市場獲得競争に資する。

アジアの
平和的発展

ＣＡ交流（派遣・受入）実績
各２７００名以上

第８回日中韓サミット

※制度改正を前提とした、国内複数大学が参画するＪＤも想定。
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令和３年度予算額（案） 335億円
（前年度予算額 340億円)

令和２年度第１次補正予算額 1億円
令和２年度第３次補正予算額（案） 7億円

大学等の海外留学支援制度 72億円（79億円）
奨学金等支給による経済的負担の軽減
・大学院学位取得型：252人 ・学部学位取得型：160人
・協定派遣型：17,406人（渡航支援金896人を含む） ・協定受入型：5,000人

日本人の海外留学促進事業 0.8億円（0.8億円）
・日本人の海外留学者数を大幅に増加させるため、大学等と連携して海外留学促進活動を行うとともに、

日本人学生と若手社会人及び外国人留学生等との様々な交流の機会を設け、若者の海外留学の機運を醸成する。

日本留学海外拠点連携推進事業 4.5億円（4.5億円）
リクルーティング機能から帰国後のフォローアップまで一貫した、オールジャパンの日本留学サポート体制の実現

を図る。
外国人留学生奨学金制度 225億円（227億円）

・国費外国人留学生制度 11,408人
・留学生受入れ促進プログラム（学習奨励費） 7,119人 等

留学生就職促進プログラム 3.7億円（3.7億円）
地域単位の取組に加えて、留学生の専攻や就職する企業の業種等に応じて、大学・企業等が地域横断的に連携して行う、留学生の就職促

進の取組を構築する。
（独）日本学生支援機構運営費交付金（留学生事業） 61億円（59億円）※留学生受入れ促進プログラムの金額を含む

日本留学試験のコンピュータ試験化、留学生宿舎の運営、奨学金の支給等を実施。

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けている留学生交流の継続や再開に向けた取組等を支援する。
・コロナ禍においても、日本人学生が海外留学を継続できるよう必要な支援を行うとともに、ポストコロナ期を見据え、若者の
海外留学への機運醸成を図る留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」の活動を推進する。

・「留学生３０万人計画」の趣旨・目的を踏まえ、引き続き、外国人留学生の我が国への受入れに取り組む。

大学等の留学生交流の充実

大学等の留学生交流の支援等

優秀な外国人留学生の戦略的な受入れ

趣旨
・
目的
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背景・課題

【事業スキーム】
◇対象：博士課程が設置されている国公私立大学

◇成果検証：・毎年度の進捗状況等のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、
事業開始4年目・7年目に評価を実施
※総じて当初の計画を下回るものは支援を打ち切り

・事業終了後10年間はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ修了者の追跡調査を実施

◇学内外資源：事業の継続性・発展性の確保のため、事業の進捗に合わせて
の活用 補助金額を逓減（４年度目は補助金額と同程度の学内外資源

を確保し、７年度目には補助金額が初年度の１／３に逓減）

→各大学は、初年度から企業等からの外部資金をはじめと
する一定の学内外資源を活用するとともに、事業の進捗に
合わせ学内外資源を増加

事業概要

事業成果
・あらゆるセクターを牽引する卓越した博士人材の育成
・持続的に人材育成・交流及び新たな共同研究が持続的に展開される拠点創出

→ 大学院全体の改革の推進

◆ 第4次産業革命の推進、Society5.0の実現に向け、学術プレゼンスの向上、新産業の創出、イノベーションの推進等を担う様々な分野で
活躍する高度な博士人材（知のプロフェッショナル）の育成が重要

◆ 優秀な若者が産業界・研究機関等の教育に参画し、多様な視点を養うことが重要であり、機関の枠を超えた連携による高度な大学院教育
の展開が重要

◆ また、優秀な日本人の若者が博士課程に進学せず、将来において国際競争力の地盤沈下をもたらしかねない状況に対応する必要

卓越大学院プログラム 令和３年度予算額（案） 60億円
（前年度予算額 77億円）

【目的】◆ 各大学が自身の強みを核に、海外トップ大学や民間企業等の
外部機関と組織的な連携を図り、世界最高水準の教育・研究力
を結集した5年一貫の博士課程学位プログラムを構築

・ それぞれのセクターを牽引する卓越した博士人材の育成

・ 人材育成・交流、共同研究の創出が持続的に展開される
卓越した拠点の形成

【対象領域】● 国際的優位性、卓越性を有する領域
● 文理融合、学際、新領域
● 新産業の創出に資する領域
● 世界の学術の多様性確保への貢献が期待される領域

・各大学が養成する具体的な人材像を連携機関と共有し、
4領域を組み合わせてプログラムを構築

・プログラム構築に当たっては、大学本部の強力なコミットメント
を通じ、大学が総力を挙げて取り組む → 大学院改革につなげる

― 事業期間：７年間 財政支援（2018年度～2026年度）
※４年目の評価において個別プログラムの評価に加え、事業全体としての評価も行い、８年目以降の取り扱いについて検討

― 件数・単価（積算上）：2018年度採択【継続】（15件×約1.7億円）
2019年度採択【継続】（11件×約2.1億円）
2020年度採択【継続】（ 4件×約2.5億円）
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知識集約型社会を支える人材育成事業 令和３年度予算額（案） 5億円
（前年度予算額 4億円）

背景

背景・課題

事業概要

Society5.0時代等を支える幅広い教養と深い専門性を持った人材の育成。
社会のニーズに合った教育プログラムの実施を通じ、学長をはじめとする執行部の
強いリーダーシップに基づく必要な体制整備、資源確保、構成員の意識向上。
全学的な教学マネジメント確立。

Society5.0時代等に向け、狭い範囲の専門分野の学修にとどまるのではなく、今後の社会や学術の
新たな変化や展開に対して柔軟に対応しうる能力を有する幅広い教養と深い専門性を持った人材育成を
実現するため、全学的な教学マネジメントの確立を図りつつ新たな教育プログラムを構築・実施すると
ともに、質と密度の高い主体的な学修を実現。

【目的】

【メニュー】

【事業スキーム】
対象：国公私立大学・大学院
取組みの内在化：事業の継続性・発展性確保のため、事業の進捗に合わせ補助額を逓減（補助期
間最終年度の前年に当初予算額の２／３、最終年度に当初予算額の１／３）

⓶出る杭を引き出す教育プログラム【令和2年度～令和6年度】 1件×30,220千円

学術研究や産業社会においては、分野を超えた専門知の

組合せが必要とされる時代であり、一般教育・共通教育

においても従来の学部・研究科等の組織の枠を超えた幅

広い分野からなる文理横断的なカリキュラムが必要。

産業界においても、新しい事業開発や国際化の進展の中

で、高度な専門知識を持ちつつ普遍的な見方のできる能

力を備えた人材育成が求められている。

教育改革に向け対応が必要な事項（例）

事業成果

【事業イメージ】

国際や地域を含めた社会の課題や

技術革新の状況、学生に求める資

質・能力・知識等を具体的に発信

学生の主体的な学修意欲の向上に

資する就職・採用方法への移行

教育プログラムの開発・実施

（キャリア教育、講師派遣等）、

助言・評価、成果発信等へコミッ

ト

社会大学

（産業界、地方自治体等）

「教育改革」と「マネジメント改革」の一体的展開

大学と社会が相互理解・共通認識のもと新たなタイプの大学教育を実現

学部等の枠を超
え分野融合複数専攻

幅広い学び

レイト
スペシャライゼーション

ダブル・メジャー 分野融合

全学生の基盤となる
体系的に整理された共通教

育

修士課程と連携
広さと深さ

学部
2年

学部
4年

修士
2年

修士
(○○学)

修士
(△△学)

博士
(□□学)

学士
(○○学)

分野融合的な
学士(○△学)

～取組の例～

飛び入学

学部早期卒業

大学院早期修
了

博士(○○学)
出る杭

日本版
アドバンスト
プレイスメン

ト

教育にフォーカスした産業界や地方自治体等の社会ニーズを具体的に
把握・分析し、教育改革の具体化に向けたビジョン・戦略の策定。
教育・研究上の社会的要請に迅速かつ柔軟に対応するため、学部・研
究科等の組織間の壁が高く所属組織の権益を守ろうとする傾向や学内
合意形成が困難な状況の打破。
研究業績重視の人事給与マネジメント制度の改革。

研究活動や専門教育を重視する傾向からの脱却（専門分野に求
められる知識量の増加、一般教育・共通教育の軽視等）。
全学的な教育実施責任体制を有効に機能させ、教育や学修の質
の向上に向けた不断の改善・改革の進捗管理等のコントロール
機能を強化。
学生は、学修の幅を広げることの必要性を実感。

各大学における自主的な改革を、教学マネジメントの専門家も含む

プログラム委員会が後押し（審査・評価・助言）

大学運営や人事給与マネジメント改革
（採用や業績評価における教育能力の
重視、インセンティブの導入等）

大学の組織力の強化（学長補佐体制等
の充実、教職協働の実現等）

教学マネジメント
改革への対応※

全学的な管理運営
体制の強化※

ＦＤ・ＳＤの実質化、教学ＩＲへの理
解促進等

社会と大学の
インタラクション

強化※

大括りの大学入学者選抜（文系・理系に偏った入学者選抜から脱却）

など

～取組みの例～

補
助
対
象

※改革に向けた道筋の確認等

※改革に向けた道筋の確認等

学部・研究科等の組織の枠を
越え、社会のニーズに合った
新たなプログラム構築

新たな教育プログラムの成果を組織全体に浸透、社会を巻き込んだ
不断の教育改革を推進。

これらへの対応と一体的
に教育改革を実現。

各大学が、時代の変化に応じ多様な教育プログラムを持続的に提供していくためには、
全学横断的な改善・改革の循環を生み出す基盤・システムを学内に形成することが不可欠。

①文理横断・学修の幅を広げる教育プログラム【令和2年度～令和6年度】 ６件×44,450千円
（レイトスペシャライゼ―ションプログラム、ダブル・メジャープログラム、分野融合の学位プログラム等）

複数のディシプリンを理解・修得できる教育プログラム（十分な量と質、順次性を有しているカリキュラム

（必修科目や卒業要件として設定等）、理解・修得した複数のディシプリンを、融合・統合する学びのプロ

セス（講義から卒業論文・研究等まで）

非凡な才能をもった学生に、魅力ある先端研究を見据えた「個別最適化した学び」を実現

③インテンシブ教育プログラム【令和3年度新規、令和3年度～令和6年度】 3件×50,000千円

授業科目を大胆に絞り込み、一定期間、精選された授業科目を週複数回実施し、密度の濃い学修を実現

４学期
制

イシューベースで
科目を精選

インテンシブ

密度の濃い学修
明確な学修目標
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持続的な産学共同人材育成システム構築事業
～リカレント教育等の実践的教育の推進のための実務家教員育成・活用システムの全国展開～

令和３年度予算額（案） 3億円
（前年度予算額 3億円）
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【背 景】
○ Society5.0時代を切り拓くためには、経済社会システムの全般的な改革が不可欠。中でも人材育成は何よりも重要な課題であり、
次世代にふさわしい教育システムへと改革を加速させることが必要。

○ Society5.0の推進に向けて、オープンイノベーションの実現が強く謳われる中、我が国の産学連携は欧米に比べて低調であることが
産業界等から強く指摘されている。特に、研究と比較すると教育に対する産学の連携がまだまだ不十分。

目指すべき目標

【関連する閣議決定文書】
「人づくり革命基本構想」(平成30年6月閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2019」「成長戦略2019」(令和元年６月閣議決
定)において、産学連携・接続の強化による社会人の学び直す機会の強化や、実務家教員の育成等が求められている。

目的
実践的な産学共同教育やプログラムを実施するために不可欠な
実務家教員の質・量の充実を図るため、大学等において
実務家教員育成プログラムの開発・実施等を行う。

具体的な取組内容

○最大5年間財政支援
（令和元年度～令和５年度）

○中核拠点4件×52百万円
①④の取組を担う。

運営拠点１件×43百万円
中核拠点の取りまとめと
②③④の取組を担う。

事業期間・規模

産学がともに人材育成に主体的に参画し、中長期的かつ持続
的に社会の要請に応えられる人材育成システムの構築。

・社会ニーズの提供
・プログラムの共同開発
・実務家教員候補者の派遣
・大学教員の研修受け入れ
・産学共同コンソーシアムの構築

・研修プログラム修了者を実務家教員の候補者として大学等に推薦し、
マッチングを行う「人材エージェント」システムの構築・運営

・開発された研修プログラムを全国展開するための
プログラムの標準化・普及

・質の高い実務家教員を育成するための
研修プログラムの開発・実施

①実務家教員育成プログラムの開発・実施
④企業と大学の
連携体制の構築・強化

③人材エージェントの仕組みを構築

②研修プログラムの標準化・全国展開

○ 実践的な産学共同教育の場の創出
○ アカデミアと社会を自由に行き来できる学びと社会生活の好循環の醸成

期待される効果

好循環
の

醸成



○ 今後の大学改革課題に機動的に対応し，大学改革の一層の推進，教育の質の向上，大学の構造転換

の推進を図るため，以下のような調査研究を継続的に行うことが必要。

○ これらの調査研究の成果を今後の国公私立を通じた高等教育行政施策の企画立案及び改善に資する

とともに、成果を広く公表することにより各大学の取組を支援・促進し、大学改革の一層の推進と教

育の質の向上を図る。

① 中央教育審議会等の審議に資する専門的な調査研究

② 政策目標，提言内容等の具体化，実質化を図るために必要な方策に関する調査研究

③ その他，実施把握等の調査研究を必要とする政策課題等への対応

趣旨・目的

先導的大学改革推進委託事業 令和３年度予算額（案） 0.6億円
（前年度予算額 0.6億円）

・獣医学教育の改善・充実に向けた調査研究
・我が国の大学における寄附金獲得に向けた課題に係る調査研究
・修士レベルのSTEAM分野及び経営・マネジメントに関する知識・技能の修得を目的とした学際的なプログラムに
関する調査研究

・「博士課程教育リーディングプログラム」事業の定着・発展プロセスに関する調査研究
・国際共同学位プログラムに関する調査研究
・教育と研究の充実に資する大学運営業務の効率化と教職協働の実態調査
・就職・採用活動に関連して実施されているインターンシップの現状に関する調査研究

調査研究テーマ(R1)

これまでの成果物については、文部科学省ＨＰにて公表。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/index.htm

調査研究テーマ(R1)
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「障害者基本計画（第４次）」 (平成30年３月閣議決定）
障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進する

ため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・配置
など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。

障害のある学生の修学・就職支援促進事業
背景・課題

事業概要

■ 既存の障害学生支援ネットワークを含め、組織的なアプローチによる障害のある学生を支援
■ 障害学生支援の好事例や利用可能な学外リソース等を情報提供
■ ピア・サポートの取組を推進することにより、学生への「心のバリアフリー」を促進 等

【期待される効果】

○ 大学等に在籍する障害のある学生数は約3.8万人※1であり、平成22年から令和元年の10年間で約4.3倍に増加。
○ 一方、障害学生支援の専門部署を置いている大学等は全体の22.2％ ※1、専任の担当者を配置している大学等は19.5％ ※1であり、障害のある学生のさらなる受入れに際して、一層
の体制整備や支援人材の養成等が必要。

○ また、障害のある学生への相談窓口を設置している大学等は76.7％ ※1、紛争の防止や解決等に関する調整を行う機関を設置している大学等は46.8％ ※1であり、障害のある学生か
らの相談対応や調整機能の強化も必要。 ※1出典：令和元年度大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書（(独)日本学生支援機構）

■ これらの課題を解決するには、各大学等が単独で取り組むだけでは限界。
■ 「障害者基本計画（第４次）」（平成30年３月閣議決定）においても、大学間連携等の支援担当者間

ネットワークの構築を推進することが求められているものの、大学間連携を含む関係機関との連携を行っている大
学等は45.6％ ※1にとどまっている状況。

先進的な取組や知見を持つ複数の大学等が連携するプラットフォームを形成し、各大学等が
利用することにより、支援の充実を図っていく。

大学等連携プラットフォームを形成し、
組織的なアプローチにより、
各大学等の支援の充実を図る

①大学や学生等からの相談への対応

「経済財政運営と改革の基本方針2020」 (令和２年７月閣議決定）
第３章 「新たな日常」の実現
４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
（３）社会的連帯や支え合いの醸成

・・・・障害者の学びを推進するほか、障害者雇用の促進や、多様な障害特性に応じた
職場定着支援、地域における障害者就労支援・・・・着実に推進する 。

②地域における障害学生支援ネットワークの形成支援・連携

③好事例やロールモデルの収集・展開

④効果的なピア・サポートの事例収集・展開

既存の障害学生
支援ネットワーク

大学等連携プラットフォーム

大学等連携プラットフォーム

地域の障害学生
支援ネットワーク

「文部科学省障害者活躍推進プラン⑦ 高等教育の学びの推進プラン」
障害のある学生がその意欲と能力に応じて大学等で学べる機会を確保することでき、多様な価値感や様々な経験を持つ学生が

相互に刺激を与えながら切磋琢磨するキャンパスの実現を目指す。
①大学間連携等による障害学生支援体制の強化、②障害学生支援の好事例やロールモデルの収集・展開、
③学生に対する「心のバリアフリー」の取組の促進、④大学等の執行部等に対する合理的配慮等についての周知啓発

（令和２年７月策定）

令和３年度予算額（案） 0.4億円
（前年度予算額 0.3億円）
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大学等からの支援体制の整備や支援方法についての相談や、合理的配慮の提供や支援内
容等に関して困りごとを抱える学生等からの相談に対して、専門的な助言や提案を行う。

大学等連携プラットフォームへの参加大学等を増やすだけではなく、地域における障害学生支援
ネットワークの形成支援や既存の障害学生支援ネットワークとの連携等を実施。

各大学等で取組が進んでいないもの（情報公開、就職支援等）やコロナ禍における合理的配
慮の提供等についての好事例を収集するとともに、各大学等へ展開。
さらに、就職後のイメージを確立できるようなロールモデルの事例を収集し、各大学等へ展開。

学生への「心のバリアフリー」を促進するため、学生が学生をサポートする「ピア・サポート」の効果
的な実施方法等についての事例を収集・展開。



「緩和ケア推進検討会報告書」（2016年4月 緩和ケア推進検討会）

・がん看護領域の専門・認定看護師等の確保が必要。
・医学生、臨床研修医、看護学生、薬学生等への緩和ケアに関する教育・研修

を推進する必要。

「がん対策加速化プラン」(2015年12月総理発言を基に厚労省まとめ）

・今後、アカデミアや企業と協力してゲノム医療の実用化に向けた取組を加速
させていく必要。

・希少がんに関する臨床研究を推進するための体制が不足していること等が
課題として指摘。

「今後のがん対策の方向性について」（2015年6月 がん対策推進協議会）

・「ライフステージに応じたがん対策」として、対策を講じていく必要。

【死因別死亡者数】(出典)令和元年人口動態統計（確定数）

・がんは、わが国の死因第一位の疾患であり、国民の生命及び健康にとって重大な問題。
・がん対策の一層の充実を図るため、「がん対策基本法」が制定（2007.4施行）。※基本法に基づき「がん対策推進基本計画」を閣議決定

（がん専門医療人材養成に係るこれまでの成果）
日本のがん医療で不十分とされている放射線療法、化学療法、緩和医療等に関する専門資格取得に向けた大学院教育コース

や臓器横断的な講座の設置等によりがん専門医療人材の育成に一定の成果。

ゲノム医療従事者の養成
・標準医療に分子生物学の成果が取り入れられることによるオーダー

メイド医療への対応。
・ゲノム解析の推進による高額な免疫チェックポイント阻害薬、分子

標的薬の効果的な使用による医療費コストの軽減。

○高度がん医療人材の養成

希少がん及び小児がんに対応できる医療人材の養成
・希少がん及び小児がんについて、患者が安心して適切な医療・支援を

受けられる様々な治療法を組み合わせた集学的医療を提供できる医療
チームの育成。

○ライフステージに応じたがん対策を推進する人材の養成

・ライフステージによって異なる精神的苦痛、身体的苦痛、社会的苦痛
といった全人的苦痛（トータルペイン）を和らげるため、医師、看護
師、薬剤師、社会福祉士（ソーシャルワーカー）等のチームによる
患者中心の医療を推進し、患者の社会復帰等を支援。

（出典）国立研究開発法人国立がん研究センター
西田俊朗氏

第３回希少がん検討会（2015.4.27）提出資料

＜取組例：人と医を紡ぐ北海道がん医療人養成プラン（札幌医科大学）＞

◇事業期間：最大５年間 財政支援（平成29年度～令和3年度）
◇選定件数・単価：11件 × 約4,400万円

希少がん及び
小児がんは１施
設当たりの症例
が少ない。

新たなニーズ

対応策（取組内容・期待される成果）

背景

多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン
先進的医療イノベーション人材養成事業 令和３年度予算額（案） 5億円

(前年度予算額 7億円)

【本邦の専門病院での希少がん診療状況】

死亡
順位 死因 死亡数

（人）
死亡総数に占める

割合（％）
1 悪性新生物 376,425 27.3%
2 心疾患 207,714 15.0%
3 老衰 121,863 8.8%
4 脳血管疾患 106,552 7.7%
5 肺炎 95,518 6.9%
- その他 473,021 34.2%

全死因 1,381,093 100.0%
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医療データ人材育成拠点形成事業
先進的医療イノベーション人材養成事業 令和３年度予算額（案） 2億円

（前年度予算額 2億円）

医療データを収集・整理し、新たな科学的・社会的に有益な知見を発見 → 新しい治療法や新薬の開発等の医療分野の研究開発に活用
→ 次世代医療の実現へ

成 果

背景・課題

事業概要

事業期間：３年間 財政支援（令和元年度～令和３年度）、選定件数・単価：２件×8,000万円

医療リアルワールドデータ活用人材育成事業：東京大学（他連携３大学）

○大規模な医療リアルワールドデータから新規知見を創出し、成果を世界へ発信
できる「知のプロフェッショナル」人材を育成

○「医療リアルワールドデータ活用人材
育成事業 一般履修コース」、「医療
リアルワールドデータ活用人材育成事
業インテンシブコース」の２コースを開
講し、72人（うちインテンシブコー
ス32人）※を養成

関西広域医療データ人材教育拠点形成事業：京都大学（他連携10大学）
○医療データが生まれてから活用されるまでの情報流の始点から終点までを確実に

支え、正しく統制できる人材を育成

○「医療情報学修士基本コース」、「社
会変革型医療データサイエンティスト
育成プログラム」、「ヒューマンデータ・
サイエンティスト養成講座」の3コース
を開講し、198人（うちインテンシブ
コース168人）※を養成

※5年間の受入目標人数 ※5年間の受入目標人数

○履修生が履修課程で匿名加工した
成果物を、今後の医療データ人材
育成に供するために、オープンで教
育資源として公開

○教育の核となる教科の教科書等を
編纂・出版し、国内外へ教育プロ
グラムを共有

■大規模な医療データの利活用により、①疾患の原因解明、②予防法の解明、③個別化医療の実現、④医薬品の安全性評価、⑤新薬や新医療技術に係る研究
開発の推進など様々な成果が期待されている。

■欧米では、医療データに関する基盤が既に整備されているが、我が国では、次世代医療基盤法の施行（平成30年5月）や保健医療データプラットフォームの本格稼
働などにより、医療データを大規模に収集する環境が整備されつつあるところ。

■医療データは①大規模なデータを意味のあるかたちに整理（医療データの活用基盤を運営・構築）し、②整理されたデータを分析、課題を解決（医療データの
利活用）することが重要であるが、このような収集された医療データの利活用を推進する人材が不足している。

【選定大学における事業内容】

■大学病院を有する大学を中心に複数の大学が連携し、それぞれの強みや特色を活かして、医療データの利活用を推進できるトップレベルの人材を
育成する拠点を形成する取組を支援
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AI研究開発を進めるべき重点領域

＜診断／治療＞

【取組イメージ】

経済財政運営と改革の基本方針2020（令和２年７月閣議決定）抜粋
医工連携をはじめとする分野融合人材の育成をはじめとする高度人材教育の構築等を推進する。

「統合イノベーション戦略2020」 (令和２年７月閣議決定）抜粋
ＡＩ技術については、世界最先端の研究開発の推進や人材育成を推進する。

令和３年度予算額（案） ２億円
（前年度予算額 ２億円）

※厚生労働省「保健医療分野
AI開発加速コンソーシアム」より

・独自のAI技術
開発や製品化
に向けた実績

・医療介護現場
の知見の蓄積

【民間企業・研究機関】【医療系大学・大学病院】

・医療資格者や工学系
人材等様々な人材養成
の実績

・医療現場のデータの蓄積
・工学系技術研究の実績

共同で保健医療
分野のAI技術
推進を担う人材
養成拠点を確立

先進的医療イノベーション人材養成事業

保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト
背景・課題

事業概要

・ 国民に対するより質の高い、安全・安心な保健医療サービスの提供に向けた体制の構築 ・ AIの活用による新たな診断方法・治療方法の創出
・ 大学と医療・介護現場、民間企業等の連携による新時代に向けた新たな教育拠点の確立 ・ 医療・介護従事者の負担軽減

【期待される成果】

○ AI教育の抜本的な充実が求められている中、保健医療分野においては患者等
に関する多様な医療データを活用したAI技術の社会実装の実現性が高いものが
多くあり、新たなAI技術開発と利活用が期待できる分野として、今後、人材養成
を含めた取組を強化することが期待されている。

○ 将来にわたって、個々の患者に対して最適な医療や安全な医療を提供していく
ためには、人工知能（AI）を含めた科学技術を保健医療分野において開発
・推進できる人材を養成することが必要不可欠である。

○ 我が国における医療技術の強みの発揮と保健医療分野の課題の解決の両面
からAI研究開発を進めるべき領域を中心とした保健医療分野におけるAI研究
開発を加速するための支援と対策が必要とされている。

○ 医療系学部を有する大学を中心に、保健医療分野における
重点６領域について、民間企業・研究機関・工学系大学等と
連携してAI技術の開発・導入を推進する医療人材を養成。

○ 医療・介護現場における各種データを活用した機械学習や企
業等におけるAI技術の課題解決への応用を学ぶ等、保健医療
分野でのAI実装に向けた新たな教育拠点を構築。

◇事業期間：最大５年間 財政支援（令和２年度～６年度）
◇選定件数・単価：２拠点×１億円
◇選定大学：東北大学、名古屋大学

大学・医療現場等

【工学系大学】 【介護・福祉施設】【市中病院】

画像診断支援 診断・治療支援 手術支援

＜ケア＞

介護・認知症

医薬品開発

ゲノム医療

【
医
療
技
術

支
援
技
術
】
【
基
盤
】

民間企業・医療介護現場等

・医療・教育現場の知見
の提供

・AI技術実装の協力

・ＡＩ技術開発の知見
や介護実践の場の提供

・教育プログラムへの参画
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【取組１】病院経営支援領域
・地域の実情に応じた病院経営戦略の企画・立案等の能力を兼ね備えた医療人材の養成

【取組２】精神関連領域
・多様化かつ増大する精神医療
及び関連疾患に対応できる
職種を横断した専門医療人材
の養成

【取組３】医療チームによる災害
支援領域

・災害規模やフェーズに応じて臨機
応変に対応でき、災害医療の後方
支援に関する指揮調整機能を
有した医療チームの養成

健康長寿社会の実現や、国民からの多様な医療ニーズに対応していくために、診療科や職種を横断したチーム医療の推進や、地域の関係機関等との連携を
通じて、医療現場の様々な諸課題に対応できる人材が必要。

高度な教育力・技術力を有する大学が核となって、我が国が抱える医療現場の諸課題等に対して、科学的根拠に基づいた医療が提供できる優れた医療人材
の養成を推進する。

高度専門医療人材の輩出、我が国が抱える医療課題の解決、健康立国の実現

【取組４】アレルギー領域
・アレルギー疾患に横断的・総合
的に対応できる一貫した知識
・技能を有する専門医療人材の
養成

【取組５】外科解剖・手術領域
・医療を支える安全・安心な高難
度手術等の高度医療を提供
できる 専門医療人材の養成

大学・大学院及び附属病院における人材養成機能強化事業
課題解決型高度医療人材養成プログラム

令和３年度予算額（案） 3億円
（前年度予算額 3億円）

ー事業期間：最大５年間 財政支援（平成29年度～令和3年度）
ー選定件数・単価：10件 × 300万円

ー事業期間：最大３年間 財政支援
（令和元年度～3年度）

ー選定件数・単価：1件 × 1,900万円

ー事業期間：最大５年間 財政支援
（平成30年度～令和4年度）

ー選定件数・単価：4件 × 1,600万円

ー事業期間：最大５年間 財政支援
（平成30年度～令和4年度）

ー選定件数・単価：3件 × 3,100万円

ー事業期間：最大３年間 財政支援
（令和元年度～3年度）

ー選定件数・単価：2件 × 2,300万円

増加および多様化する精神疾患・障害に対し、トランスディ
シプリナリーなチームで対応できるメディカルスタッフを養成。
多様性に対応するため、多分野

の精神医療専門家を擁する
筑波大学の学内連携、茨城
県立医療大学および東京慈恵
会医科大学との大学間連携、
地域連携という3つのリソースを活用。

＜取組例＞筑波大学（他連携2大学）
「精神科多職種連携治療・ケアを担う人材養成」

熊本大学災害医療研究教育センターを設置し、九州大学
歯学部と連携して、医師会や行政機関等の協力を得て超
急性期からの支援に加え、慢性期で問題となる慢性疾患等
を対象とした長期的
視野で活動可能な医療
チームを構成する多職種
の人材（医療職や行政
担当者等）を育成。

＜取組例＞熊本大学（連携大学：九州大学）
「多職種連携の災害支援を担う高度医療人養成」

相互支援構築モデ
ル

として全国に波及

北陸３大学の強みを生かした最先端のアレルギー診療を
中心に胎児期から高齢者までのライフステージに応じた集
学的診療・予防の実践や災害対策を学習できる教育コー
スの新設、また、重症難治例など特色ある症例の北陸難
治アレルギー疾患データベースの
構築等を通じ、アレルギーの
総合診療を実践し、地域
医療計画や災害リエゾン
活動におけるアレルギー
疾患対策の中心的
役割を担う人材を育成。

＜取組例＞福井大学（他連携2大学）
「北陸高度アレルギー専門医療人育成プラン」

対 応

背景・課題

期待される成果

福井大学

富山大学
金沢大学

北陸難治アレルギー疾患
データーベース

コンソーシアムを形成する大学の連携により、外科教育
・臨床解剖・医療機器開発の3分野をマネジメントし、学
術環境を構築しうる医療人材を
養成。
具体的には、大学院課程に
おいて、特に外科系各領域
で教育研究を行うために
必要なCSTプログラムを
マネジメントできる人材や
医工学分野の共同開発を
担うマネジメント人材を養成。

＜取組例＞北海道大学（他連携2大学）
「臨床医学の献体利用を推進する専門人材養成 」

臨床医学における
献体使用推進と
均てん化
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令和３年度予算額（案） 0.7億円
（前年度予算額 0.6億円）基礎研究医養成活性化プログラム

大学・大学院及び附属病院における人材養成機能強化事業

○令和２年４月施行の死因究明等推進基本法を踏まえ、犯罪見逃しの防止や未知
の感染症の疑いのある遺体の取扱いなど、我が国の治安や公衆衛生の向上に向けて、
死因究明等の取組を促進する必要がある。

○一方、死因究明等を担う医師や歯科医師が全国的に不足する中、大学における
法医学・歯科法医学の人材育成体制のさらなる充実の必要がある。
⇒法医解剖医等の地域偏在と不足の解消

○児童虐待の相談件数が大幅に増える中で、虐待の見過ごしが懸念されており、児童
の受けた傷からその原因を法医学の観点から適切に診断できる人材が新たに参画する
必要がある。
⇒小児科等臨床医と連携する法医学人材の不足の解消

○新型コロナウイルス感染症等未知の感染症の疑いのある異状死体の検死に当たり、
解剖従事者等の不安を解消する必要がある。
⇒未知の感染症に対応できる人材不足と解剖設備等の未整備の解消

背景・課題

【法医学の知見・能力を臨床医学等に活用できる医師等の養成】
○法医学教室で意欲的な取組を行う大学が中心となり、近隣の大学及び
その所在する自治体等と連携し、法医学分野を目指す大学院学生の養成
や、臨床医・臨床歯科医の学び直しを行う教育拠点を構築。

○過去の死因究明等に関するデータの管理・分析機能を集約化するとともに、
それらのデータを活用して、児童虐待等の痕跡の判別や薬毒物中毒による
死因の判別など、死因究明等に関する優れた知識・技能を有する人材を
養成するプログラムを構築。
◇事業期間：最大５年間（令和３年度～７年度）
◇選定件数・単価：２拠点×2,000万円

事業概要

【継続分】病理学分野等における基礎研究医の養成と確保
複数の大学がそれぞれの強みを生かし連携するなど、大学院課程において病理学を
始めとする優れた基礎研究医を養成。 ⇒ 令和元年度までに81人の履修者を受入

（件数）

○47都道府県の大学法医学教室に在籍する法医の数は、最も多い東京都で21人いる一方、16の県で1人しかいない。
○日本法医学会アンケートによると、全国90機関※中、新型コロナウイルス感染症等の疑いのある遺体を安全に受け入れ
可能と回答したのは17機関に止まる ※各地の監察医務院及び日本法医学会加入の医科・歯科大学

各種データ

＜期待される成果＞
☆死因究明等の知識・技能を身に付けた医師・歯科医師の増加と地域間での人材の
循環による死因究明の推進

☆大学や自治体間でのデータベースの構築による死因究明等の質の向上と児童虐待
等の早期発見・防止への活用

☆未知の感染症等が疑われる死因不明遺体の受入体制強化による公衆衛生の向上

＜取組イメージ＞

※Ai：CTやMRIによる死亡時画像診断
※CDR：予防のための子どもの死亡検証

自治体
警察

B大学（連携校）
【強み：DNA型検査、

身元確認】

自治体
警察

自治体
警察

C大学（連携校）
【強み：薬毒物検査】

A大学（拠点校）
【強み：解剖、Ai、各種検査】

死因究明等データベース
（死因究明・身元確認・CDR

の事例集）

人材の養成と循環
設備機器の共用

⇒死因究明人材の充実

（厚生労働省報告書により作成）

◇事業期間：５年間（平成29年度～令和３年度）
◇選定件数・単価：５拠点×約700万円

児童相談所における児童虐待相談対応件数

（東京都監察医務院資料により作成）

単身世帯異状死数の推移（全国推計）
（人）

４
年
で
約
1
万
人
増

24



「大学等における修学の支援に関する法律」（令和元年5月法律第8号）に基づき、少子化に対処するため、低所得世帯であっても社会で自立し
活躍できる人材を育成する大学等において修学できるよう高等教育の修学支援（授業料等減免・給付型奨学金）を確実に実施（内閣府計上）する。
また、本事業と一体的な無利子奨学金事業についても、意欲のある学生等が経済的理由により進学を断念することがないよう、貸与基準を満たす希望者
全員に対する貸与を確実に実施する。

高等教育の修学支援の確実な実施
＜令和３年度予算（案）＞
事
業
概
要

高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）：4,804億円

授業料等減免【国等が各学校に交付】
○ 各大学等が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。
（授業料等減免の上限額（年額）（住民税非課税世帯））

国公立 私立

入学金 授業料 入学金 授業料

大学 約28万円 約54万円 約26万円 約70万円

短期大学 約17万円 約39万円 約25万円 約62万円

高等専門学校 約８万円 約23万円 約13万円 約70万円

専門学校 約７万円 約17万円 約16万円 約59万円

給付型奨学金【日本学生支援機構が各学生等に支給】

○ 学業に専念するため、必要な学生生活費を賄えるよう措置。
（給付型奨学金の給付額（年額）（住民税非課税世帯））
国公立 大学・短期大学・専門学校 自宅生 約35万円、自宅外生約80万円

国公立 高等専門学校 自宅生 約21万円、自宅外生約41万円

私立 大学・短期大学・専門学校 自宅生 約46万円、自宅外生約91万円

私立 高等専門学校 自宅生 約32万円、自宅外生約52万円

個人要件

○進学前は成績
だけで否定的
な判断をせずレ
ポート等で本人
の学修意欲を
確認

○大学等への進
学後の学修状
況に厳しい要件

機関要件
（国等による要件
確認を受けた大学
等が対象）

○学問追究と実
践的教育の
バランスが取れ
た大学等

○経営課題のあ
る法人の設置
する大学等は
対象外

（既存の給付型奨学金を受けている者は原則、新制度へ移行するが、移行が
できない場合には卒業まで経過措置をとる。）

【対象の学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【 対象の学生 】住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生等

（準ずる世帯の学生等には2/3又は1/3を支援）
【 財 源 】消費税による財源を活用

（少子化に対処するための社会保障関係費として内閣府に予算計上、文部科学省で執行）

区分 無利子奨学金 有利子奨学金

貸与人員 ５０万９千人 ７６万５千人

事業費 ３，０９９億円 ６，８３２億円

うち
一般会計
等

政府貸付金（一般会計）１，０３６億円

財政融資資金 ９２億円
財政融資資金 ６，１１７億円

貸与月額
学生等が選択

（私立大学自宅通学の場合）

２、３、４、５．４万円

学生等が選択
（大学等の場合）

２～１２万円の１万円単位

貸与
基準

令和3年度

採用者

学
力

・高校評定平均値
３．５以上（予約採用時） 等

＜住民税非課税世帯の学生等＞

・成績基準を実質的に撤廃

①平均以上の成績
②特定の分野において特に優秀
な能力を有する

③学修意欲がある

家
計

私大自宅・給与所得・４人世帯の場合 ※家計基準は家族構成等による

８０４万円以下 １，１４７万円以下

返還期間

卒業後２０年以内
※所得連動返還を選択した場合は、卒業後

の所得に応じて変動

卒業後２０年以内
（元利均等返還）

返還利率 無 利 子

上限３％（在学中は無利子）

（令和２年１１月貸与終了者）

利率見直し
０．００２％

利率固定
０．１６３％

無利子奨学金の貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与の確実な実施
無利子奨学金：1,036億円（一般会計分）

令和３年度予算額（案） 5,840億円※内閣府計上予算含む

( 前年度予算額 5,823億円※内閣府計上予算含む)
令和２年度第３次補正予算額（案） 90億円［無利子奨学金］
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